
著作権等権利処理作業－４．出典調査～許諾作業の流れ図
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＜出典調査②＞

利用条件を確認する

＜注意＞

許諾申請の手続きは不要で

あっても、出典明記方法など

が指定されている場合もある

ので、確認する。

（※）差し替えに許諾申

請が必要な場合もある。

＜出典調査①＞

出典を明らかにする
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＜出典調査①STEP1＞
資料作成者のオリジナルである

・本人が撮影した写真

・本人が作成した模式図・イラスト
→
・同じものを既に別の媒体で公開しているかどうか

要確認（ex.ジャーナル掲載の論文で使用している）

・写真に人物が写っている場合に、そのまま公開し

てよいかどうか要確認

＜出典調査①STEP3＞
出典を明らかにする

・資料作成者に直接確認する（必ず原物チェック、

資料作成者が知人等から個人的に提供されたも

のの場合は、提供者の連絡先についても確認す

る）

・図書館等で調べる

・ネット検索で調べる（Google画像検索など）

＜出典調査②＞

利用条件は下記である

・CC
・許諾不要でOK
・PD

＜許諾作業＞

結果は下記である

・返事が来ない

・断られる

・有料である

＜出典調査③＞

有料である

＜許諾作業＞

差し替えができる（※）

＜出典調査③＞

差し替えができる（※）

＜出典調査①STEP2＞
差し替え／削除ができる

・作業の負担軽減のため、あらかじめ差し替えて良

いものや削除して良いものについて確認する
→
・一般的なもの（ex.犬ならどんな犬でも構わない場

合に、許諾不要で利用できる犬のイラストに差し替

える）

・資料作成者の判断で差し替え／削除して良いも

の

・差し替え用画像は作成も可

■補足

本流れ図では、すべての画像を権利処理の対象としているが、＜出

典調査①STEP1,STEP2＞と並行して、下記の2点について検討し、一部

画像を権利処理の対象から除く方法もある（ただし、判断基準はあい

まいである）。

＜その画像が権利処理の対象か否かの判断基準＞

（１） その画像が「著作物」かどうか（著作権法第2条第1項第1号）

→「著作物」ではない場合、そのまま利用OK

（２） 利用方法について、著作権法上の「権利制限」（＝著作権者等

に許諾を得ることなく利用できると定められている）を適用することが

できるかどうか（著作権法第30条～第47条の8）

→適用できる場合には、許諾不要で利用OK
（出典明記は必須）

上記2点に当てはまらなければ、＜出典調査①STEP3＞または＜出典

調査②＞以降のフローに戻って作業を進める。

CC：クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

PD：パブリックドメイン
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